
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都主税局 検索 主税局ホームページにアクセスし、 

ぜひお気軽にお問い合わせください！ 

右下のバナーをクリックすると 

チャットボットが起動します。 

質問したい内容のカテゴリ

を選んでいくことも、 

はじめから質問を入力する

ことも可能です。 

主税局 AI チャットボットサービス 操作画面イメージ 




